
江
戸
時
代

に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

i

特
に
東
大
寺
塔
頭
竜
松
院
を
め
ぐ

っ
て
i

山

本

博

子

一

東
大
寺
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
大
仏
修
覆
と
大
仏
殿
再
興
を
成
し
遂
げ
て
い
る
。

大
仏
は
、

永
禄
十
年

(
一
五
六
七
)

の
兵
火
の

後
、
山
田
道
安
な
ど
に
よ
り
幾
度
か
の
応
急
修
理
が
な
さ
れ
た
ま
ま
に
な

っ
て
い
た
の
を
、
仏
頭
を
鋳
造
し
、
蓮
弁
十
八
枚
を
補
鋳
、
下

の
石
座
を
造
り
直
し
て
い
る
。
大
仏
殿
及
び
付
属
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
大
仏
殿
は
も
と
よ
り
、
中
門

・
回
廊

・
大
仏
殿
背
面
土
手

.
軒

廊

の
再
建
が
行
わ
れ
て
い
る
。
貞
享
三
年

(
一
六
八
六
)
の
大
仏
鋳
造
開
始
か
ら
元
文
三
年

(
一
七
三
八
)
の
大
仏
殿
背
面
土
手
完
成
ま

　

で
、
五
十
余
年
が
費
さ
れ
、
そ
の
間
の
大
勧
進
は
、
公
慶
を
は
じ
め
、
公
盛

・
公
俊

・
庸
訓
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
勧
進
欄
始
直
後

か
ら
、
東
大
寺
塔
頭
竜
松
院
は
、
浄
土
宗
寺
院
、
特
に
知
恩
院
と
の
問
に
お
い
て
親
密
な
交
流
が
見
ら
れ
る
。
本
稿

で
は
、
東
大
寺
と
知

恩
院
に
残
る
文
書
に
よ
り
、
竜
松
院
を
め
ぐ
る
両
寺
の
交
流

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二

周
知
の
よ
う
に
、
す
で
に
中
世
に
お
い
て
、
法
然

・
重
源
の
親
密
な
関
係
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
法
然
の
推
挙
に

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

七
三



七
四

　

よ

っ
て
重
源
が
大
勧
進

に
補
任
さ
れ
た
と
す
る
説
、
重
源
が
法
然
の
弟
子
で
あ

っ
た
と
い
う
説
に
も
賛
否
両
論
が
み
ら
れ
る
。
又
、
文
治

　

年

間
の
大
原
談
義

に
関
し
て
は
、
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
や
は
り
否
定
論
も
あ
り
、
両
人
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
甚
だ
不
明
確
で
あ

る
。
仮
に
、
両
人
に
親
密
な
関
係
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
両
人
の
み
の
交
流
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
従

っ

て
、
両
寺
院
間
の
交
流
に
ま
で
発
展
し
た
と
は
確
信
し
難
い
。
ま
し
て
、
中
世
以
後
近
世
に
か
け
て
、
そ
の
交
流
が
続
い
て
い
た
と
は
考

え
難
く
、
両
寺

の
親
密
な
交
流
は
、
江
戸
時
代
に
始
ま

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
、
東
大
寺
と
浄
土
系

の
僧
と
の
関
係
を
示
す
若
干
の
出
来
事
が
あ
る
。

第

一
は
、
慶
長
二
年

(
一
五
九
七
)
八
月
、
東
大
寺
内
阿
弥
陀
堂
付
近
に
浄
土
系
の
聖
が

一
庵
を
建
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

『
寺
辺
之
記
抄
』
に
、

一
、
北
上
院
五
劫
阿

、、、陀
之
向

二
聖
宗
禅
庵
立
、

④

⑤

と
み
え
る
。
慶
長
十
六
年

(
一
六

一
一
)
に
は
、
阿
弥
陀
堂
内
に
安
置
の
重
源
将
来
と
伝
え
ら
れ
る
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
坐
像
を
め
ぐ

っ
て
、

　

東
大
寺
と
庵
の
僧
有
俊
と
の
間
に
争

い
が
起
り
、
元
和
四
年

(
一
六

一
八
)
に
は
、
有
俊
に
よ

っ
て
像
が
盗
み
出
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

『
二
月
堂
修
中
練
行
衆
日
記
』
元
和
四
年

の
条
に
、

一
、
上
院
五
劫
者
、
重
源
上
人
渡
唐
之
砌
将
来
之
本
尊
也
、
堂
守
宥
俊
夜
中
仁
盗
出
処
、
学
衆

一
両
輩
出
合
取
返
、
賊
盗
之
路

一
間

可
処
罪
科
之
旨
為

一
決
、
然
彼

一
類
封
公
儀
及
逡
乱
所
詮
為
寺
敵
上
者
、
彼
徒
党
之

一
門
被
籠
名
処
雖
為
末
法
、
霊
験
新
而
更
病

患
或
為
頓
死
七
難
家
内
起
七
福
外
退
、
聞
者
留
蕉
見
人
舌
巻
、
誠
衆
怨
悉
退
散
之
全
言
無
疑
者
也
、
然
彼

一
類
挙
儘
頭
懇
望
不
浅

間

在
四
職
古
練
之
僉
儀

+
四
日
妹
大
磊

法
印
実
英
堂
司
大
法
師
訓
秀
被
上
堂
被
出
籠
名
彼
毳

宝
前
虫
真

後
悔
不
坐

先
自
分
已
後
者
承
仕
職
井
少
知
行
オ

一
円
不
可
致
混
乱
、
永
代
可
為
寺
門
之
御
支
配
之
旨
出
状
明
鏡
也
、
則
印
蔵
江
納
早
、
誠
大

聖
之
霊
威
無
疑
遂
寺
門
之
本
懐
早
、
為
後
代
記
之
而
已
、

⑦

と

あ

る
。



第
二
に
は
、
寛
永
十
年

(
一
六
三
三
)
に
、
前
述

の
五
劫
思
惟
阿
弥
陀
坐
像
の
修
理
に
、
浄
土
宗
の
僧
侶
で
あ
る
領
誉
順
故
大
徳

・
心

　

蓮
社
深
誉
な
ど
が
関

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
領
誉
順
故
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
心
蓮
社
深
誉
は
、
相
模
国
足
柄
下
郡
の
西
光
寺

　

(
知
恩
院
末

の
春
光
院
末
寺
)

の
開
山
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
以
上

の
出
来
事
か
ら
、
江
戸
時
代
初
期
に
お
い
て
、
東
大
寺
と
浄
土
系
僧
侶
と
の
交
流
が
認
め
ら
れ
、

い
ず
れ
も
、
浄
土

系
僧
侶
が
、
重
源
に
ゆ
か
り
の
あ
る
像
を
め
ぐ

っ
て
東
大
寺
に
接
近
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、

一
方
は
、
東
大
寺
と
浄
土
系
僧
侶
と
の

不
和
の
事
実
を
示
し
て
お
り
、
他
方
は
、
親
密
な
関
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
関
係
が
、
必
ず
し
も
良
好
な
状
態
ぼ
か

り
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
又
、
東
大
寺
内
の

一
庵
に
止
住
し
た
聖
が
、
浄
土
系
の
聖
と
は
い
う
も
の
の
、
明
ら
か
に
知
恩
院

門
末

の
僧
で
は
な
い
事
か
ら
、
江
戸
時
代
に
見
ら
れ
る
東
大
寺
と
知
恩
院
の
親
密
な
交
流
は
、
公
慶
の
大
勧
進
就
任
前
後
に
始
ま

っ
た
と

考

え
ら
れ
よ
う
。

三

江
戸
時
代
に
お
け
る
東
大
寺
と
知
恩
院
と
の
交
流
を
示
す
史
料
の
初
見
は
、
左
記
の
貞
享
四
年

(
一
六
八
七
)
付

『
鎮
西
国
衙
方
諸
捌

年
中
行
事
記
』
で
あ
る
。

貞
享
四
丁
卯

一
、
竜
松
院
京
都
勧
化

二
付
、
知
恩
院
方
丈
江
諸
事
御
取
持
過
分
之
由
、
為
惣
代
沙
汰
所
惣
持
院
英
秀
、
三
月
廿
五
日
被
上
京
畢
、

方
丈
江
白
布
三
疋
並
役
者
中
江
油
煙
五
挺
入
遣
之
畢
、

貞
享
四
年
春
に
、
東
大
寺
竜
松
院
公
慶
の
勧
進
に
つ
い
て
知
恩
院
が
取
持
を
し
、
三
月
に
、
東
大
寺
惣
代
英
秀
が
、
こ
れ
に
対
す
る
礼

　

に
赴

い
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
公
慶
が
京
都
に
お
い
て
勧
進
し
た
の
は
、
同
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
ご

　

と
は
詳
か
で
な
い
。
更
に
元
禄
1
1年

C
1
六
八
九
)
春
、
淀
に
お
い
て
行
わ
れ
た
縁
起
講
談
も
知
恩
院
の
取
持
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
又
、

公
慶
が
、
元
禄
四
年

(
一
六
九

一
)
閏
八
月
六
日
か
ら
九
月
二
十
四
日
ま
で
行

っ
た
京
都
勧
進
の
折
の
宿
坊
は
、
知
恩
院
塔
頭
九
閤
院
で

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

七
五



七
六

あ

っ
て
、

こ
こ
で

一
夜
別
時
念
仏
が
行
わ
れ
て
い
る
。
左
に
そ
の
折
の
史
料
を
掲
げ
る
。

右
自
元
禄
四
年
閏
八
月
六
日
始
・
至
同
九
月
廿
四
日
終

(此
内
十
八

日
有
闕
日
)
御
修
行
之
日
数
三
十
日
表
京
之
図
朱
引
之
所
、
至
立
横
通
町
図

子
小
路
、
裏
町
等
不
残
御
托
鉢
有
之
、
為
御
廻
向
於
宿
坊
知
恩
院
中
九
闍
院
、

一
夜
別
時
念
仏
御
修
行
有
之
者
也
、

于
時
元
禄
四
粹
年
九
月
廿
吾

大
仏
講
中
翫

そ
の
上
、
元
禄
九
年

(
一
六
九
六
)

に
は
、
左
記
の
ご
と
く
、
こ
の
九
閣
院
を
京
都
町
中
の
人
別
奉
加
金
届
け
先

に
し
て
い
る
。

同
九
子
年
正
月
京
町
中
人
別
奉
加
之
事
、
町
々
江
奉
加
帳
、

口
上
書
相
添
町
代
江
相
渡
、
当
六
月
迄
集
り
次
第
毎
月
十

一
日
九
閤
院

　

江
可
被
渡
之
旨
申
合
、
右
之
日
限
町
中
よ
り
到
来
、
同
四
月
伏
見
町
々
江
茂
京
都
よ
り
御
申
触
候
也
、

そ
の
他
、
京
都
以
外
の
知
恩
院
末
寺
に
お
い
て
も
、
公
慶
は
、
縁
起
講
談
を
行

っ
て
い
る
。
貞
享
五
年

(
一
六
八
八
)
六
月
十

一
日
に

は
、

十

一
日

一
、
大
坂
天
満
於
九
品
寺
、
竜
松
院
縁
起
講
談

二
付
、
惣
寺
汐
為
見
舞
、
六
月
十
二
日

二
大
坂
江
玄
賀
差
下
シ
素
麺
五
十
把
入
壹
箱

遣
畢
、

　

と
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
坂
天
満
九
品
寺
に
お
い
て
、
そ
し
て
元
禄
七
年

(
一
六
九
四
)
に
は
、
日
向
国
宮
崎
郡
佐
土
原
誓
念
寺
に
お
い

　

て
、
そ
れ
ぞ
れ
縁
起
講
談
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

江
戸
に
お
い
て
行
わ
れ
た
勧
進
に
つ
い
て
は
、
増
上
寺
の
助
成
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば

『
諸
興
隆
略
記
』
に
、

　

一
、
同
六
月
五
日
於
江
府
勧
進
所
尾
茘
栄
珠
院
殿
依
御
寄
附
不
断
念
仏
初
之
、
開
闢
導
師
増
上
寺
貞
誉
大
僧
正
、

　

と
あ
る
よ
う
に
、
元
禄
六
年
六
月
五
日
、
江
戸
勧
進
所

に
お
い
て
行
わ
れ
た
不
断
念
仏

の
開
闢
導
師
は
、
増
上
寺
住
持
貞
誉
了
也
で
あ
る
。

　

正
徳
二
年

(
一
七

=

一)
に
も
、
同
所
に
お
い
て
、
増
上
寺
要
河

・
観
瑞
和
尚

に
よ
り
大
仏
後
光
勧
化

の
助
成
が
行

わ
れ
て
お
り
、

『
諸

興
隆
略
記
』
に
、



一
、
於
江
戸
勧
化
所
者
増
上
寺
要
河
和
尚
、
観
随
和
尚
毎
度
助
成
以
専
後
光
勧
化
有
之
、
光
仏
寄
附
等
有
之
、

　

と
記
さ
れ
て
い
る
。
増
上
寺
の
助
成
は
、
特
に
、
大
勧
進
公
盛
の
時
代
以
降
多
く
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
竜
松
院
は
、
主
と
し
て
、
畿
内
及
び
畿
内
以
西
に
お
い
て
は
知
恩
院
、

江
戸

に
お

い

て
は
増
上
寺

の
助
成
を
直
接
及
び

　

　

間
接
的
に
得
て
い
る
。

し
か
し
、

貞
享
五
年

(
一
六
八
八
)

四
月

の
大
仏
殿
釿
始
、
元
禄
五
年

(
一
六
九
二
)
春

の
大
仏
開
眼
供
養
、

ゆ

宝
永
六
年

(
一
七
〇
九
)
四
月
の
大
仏
殿
堂
供
養
等

に
、
知
恩
院

の
出
仕
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
す
べ

て
に
増
上
寺
の
出
仕

　

が
見
ら
れ
な
い
。
遠
距
離
か
ら
の
出
仕
は
、
大
仏
殿
堂
供
養

の
際
に
、
武
蔵
国
護
国
寺

.
護
持
院
の
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
増
上
寺

の
出
仕
の
な
い
こ
と
は
、
単
に
距
離
的
関
係
と
は
考
え
難
い
。
当
時
、
浄
土
宗

の
触
頭
寺
院
の
分
布
を
み
る
と
、
お
よ
そ
、
増
上
寺
は
東

ゆ

国
、
知
恩
院
は
畿
内
以
西
に
分
か
れ
て
お
り
、
将
軍
家
菩
提
寺

で
あ
る
増
上
寺
は
、
知
恩
院
を
し
の
ぐ
勢
力
を
持

っ
て
い
る
。
竜
松
院
の

勧
進
活
動
の
拠
点
が
、
主
と
し
て
江
戸
と
大
阪
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
双
方

に
勧
進
所
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
し
か

ゆ

　

　

し
、

東
国
に
お
け
る
勧
進
活
動
は
、

主
と
し
て
江
戸
市
中
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、

西
国
の
方
は
、

畿
内
は
も
と
よ
り
美
作

.
周
防

.
長

晦

・
曲
呈
晦
・
日
向
等
の
国
々
に
及
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
幕
府
の
置
か
れ
て
い
る
江
戸
は
、
最
も
重
要
視
し
て
い
る
が
、
勧
進
活
動
・

の
範
囲
か
ら
み
る
と
、
畿
内
以
西
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従

っ
て
増
上
寺
と
は
異

っ
た
意
味
に
お

い
て
、
知
恩
院
と
の

交
流
が
深
く
な
る
こ
と
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
。

四

東
大
寺
大
勧
進
の
知
恩
院
登
山
は
、
公
慶
と
公
盛
に
つ
い
て
は
非
常

に
頻
繁

に
み
ら
れ
る
。

⑪

⑫

・
公
慶
の
場
合
は
、
宝
永
二
年

(
一
七
〇
五
)
に
特
に
多
く
み
ら
れ
る
。

『
宝
永
二
年
日
鑑
』
に
よ
る
と
、
四
月
十
二
日

・
十
四
目
の
登

山

の
目
的
は
不
明
で
あ
る
が
、
両
日
共
、
対
面
所
に
お
い
て
料
理
等
の
も
て
な
し
を
受
け
て
い
る
。
閏
四
月
十
五
日
に
は
、
左
記

の
よ
う

に
大
仏
殿
上
棟
の
報
告
の
た
め
に
登
山
し
て
お
り
、
丈
室
よ
り
祝
儀
が
遣
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

七
七



七
八

一
、
南
都
竜
松
院
上
人
登
山
、
於
対
面
処
、
雑
烹

・
吸
物

・
酒
核
出

ル
、
右
者
去
十
日
大
仏
殿
上
棟

二
付
出
京

也
、
従
御
丈
室
以
使

僧
、
祝
儀
被
遣
候
、

　

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
月

二
十

一
日
に
は
、
江
戸
下
向
の
た
め
の
暇
乞
い
に
登
山
し
て
い
る
。

公
盛
は
、
大
勧
進
就
任
後
、
宝
永

二
年
十

一
月
晦
日
、

『宝
永
二
年
日
鑑
』
に
、

一
、
東
大
寺
竜
松
院
初
而
登
山
、
九
闍
院
案
内
、
於
対
面
処
、
雑
糞

・
吸
物

・
酒
核
御
相
伴
、
御
盃
事
有
之
、
菓
子

・
濃
茶
出
ル
、

⑮

且
又
従
僧
本
空
、
於
同
席
、
右
之
御
相
伴
、
御
盃
被
下
候
、

と
あ
り
、
又
、

コ

、
南
都
竜
松
院
登
山
、
御
対
面
L
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
、
知
恩
院

へ
初
め
て
登
山
し
、
方
丈
と
の

対
面
を
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
尚
、
こ
の
時
、
九
闍
院
が
案
内
役
を

つ
と
め
て
い
る
こ
と
や
、
元
禄
四
年

の
公
慶
の
宿
坊
が
九

閤

院
で
あ
り
、
奉
加
金
の
届
け
先

に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
九
闇
院
と
竜
松
院
と
の
間
に
何
ら
か
の
深
い
関
り
が
あ

っ
た
と
思
わ

れ

る
。
但
し
、
現
在
、
九
闍
院
は
存
在
せ
ず
、
当
時

の
様
子
を
う
か
が

い
う
る
史
料
は
得
ら
れ
な
い
。

そ
の
後
も
、
た
び
く

公
盛
の
登
山
が
見
ら
れ
る
が
、
宝
永
五
年

(
一
七
〇
八
)
二
月
二
十
四
日
の
登
山
の
折
は
、
翌
年
四
月
に
予
定

し

て
い
る
大
仏
殿
堂
供
養

に
大
僧
正

・
門
中
等

の
出
仕
を
願

っ
て
い
る
。

『宝
永
五
年
日
鑑
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
南
都
竜
松
院
登
山
、
来
丑
四
月
中
大
仏
堂
供
養
仕
候
、
其
節
大
僧
正
井
御
門
下
等
、
如
先
規
之
、
御
出
仕
被
下
候
様
奉
願
候
段

⑰

申
来
候
、

ゆ

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
八
月
四
日
に
も
使
僧
本
空
を
遣
し
、
そ
の
結
果
、
宝
永
六
年
三
月
二
十

一
日
か
ら
四
月
八
日
ま
で
行
わ
れ
た
大
仏

⑳

殿
落
慶
供
養
の
期
間
中
、
四
月

一
日
に
、
知
恩
院
名
代
如
来
寺
及
び
衆
僧
二
百
人
の
出
仕
が
み
ら
れ
る
。
宝
永
八
年

(
一
七

一
一
)
正
月
、

知
恩
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
円
光
大
師
五
百
年
忌

に
は
、

一
、
同
八
正
徳
改
元
卯
年
正
月
円
光
大
師
五
百
年
忌

二
付
於
知
恩
院
法
事
被
執
行

二
付
因
縁
を
以
公
盛
出
仕
焼
香
勤
之
、

⑳

⑳

と
あ
る
よ
う
に
、
公
盛
み
ず
か
ら
出
仕
し
、
銀
子
三
枚
を
献
上
し
て
い
る
。
更
に
、
享
保
三
年

(
一
七

一
八
)
八
月

八
日
に
は
、
七
月
二



　

十
五
日
に
遷
化
し
た
知
恩
院
丈
室
然
誉
沢
春

の
御
悔
み
の
た
め
登
山
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
八
月
二
十
二
目
付

で
、
知
恩
院
か
ら
竜

松

院
宛
に
礼
状
が
出
さ
れ
て
い
る
。
同
年

の
書
簡
控
に
、

ρ、

(
礼

力
)

一
翰
致
啓
達
候
、
残
暑
甚
敷
候
得
共
、
弥
御
堅
固
可
被
成
御
座
珍
重
存
候
、
久
く
不
得
御
意
御
無
口
打
過
候
、
然
者
、
当
山
前
住
遷

化
之
節
、
為
御
悔
御
出
之
由
、
被
入
御
念
忝
存
候
、
右
為
可
得
御
意
如
此
御
座
候
、
恐
惶
謹
言
、

八
月
廿
二
日

南
都

竜
松
院
様

⑬

と
あ
る
。

公
俊

・
庸
訓
の
大
勧
進
在
任
時
期
に
は
、
大
勧
進
み
ず
か
ら
の
知
恩
院
登
山
は
、
管
見
に
て
は
見
出
し
得
な
い
。

し
か
し
、
竜
松
院
代

僧

に
よ
る
知
恩
院
と
の
交
流
、
及
び
竜
松
院
と
南
都
知
恩
院
末
寺
と
の
交
流
は
見
ら
れ
る
。
公
俊
の
時
代
の
享
保
十

一
年

(
一
七
二
六
)

四
月
、
竜
松
院
に
お
い
て
行
わ
れ
た
念
仏
回
向
の
折
、
九
日
に
は
、

ゆ
マ　

一

午
四
月
二
日
回
向
開
闢
導
師
、
洛
東
百
万
偏
知
恩
寺
声
誉
和
尚
、
招
請
日
数
七
日
、
毎
日
十
念
八
日
結
願
終
テ
同
刻
念
仏
開
闢
、

公
俊
勤
之
、
同
九
日
戒
名
供
養
同
断
、
声
誉
和
尚
、
教
化
説
法
有
之
、
同
門
流
之
寺
女
京
大
坂
よ
り
相
語
、
当
所
十
三
ケ
之
浄
土

　
マ
マ
　

宗
打
交
、
毎
時
参
詣
之
諸
人
江
十
念
授
与
之
念
仏
、
結
衆
大
坂
よ
り
来
大
仏
堂
内

二
お
い
て
は
、
百
万
偏
、
方
丈
持
参
寄
附
之
名

号
諸
人
任
所
望
施
之
、
公
俊
勧
化
有
之
、
於
真
言
院
者
、
霊
宝
荘
之
諸
人
為
致
拝
見
候
也
、
日
々
参
詣
郡
集

二
付
、
従
御
奉
行
所

警
固
見
廻
リ
与
力
同
心
毎
日
被
差
出
候
、
会
中
筆
記
委
細
有
之
、

　

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
南
都

の
知
恩
院
門
中
十
三
ケ
寺
の
僧
が
十
念
出
勤
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
同
年

四
月
十
二
日
に
は
、

十
二
日

曇

一

南
都
於
竜
松
院
万
日
廻
向
之
内
、
御
門
中
十
念
出
勤
之
旨
、
当
春
相
届
候
処

二
、
此
度
無
別
条
相
勤
候
旨
、
為
届
惣
代
普
光
院

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

七
九



八
〇

登

山

、

　

と
あ
る
よ
う
に
、
回
向
終
了
後
の
四
月
十
二
日
、
南
都
知
恩
院
門
中
惣
代

の
普
光
院
が
、
知
恩
院

へ
報
告

の
た
め
登
山
し
て
い
る
。

庸
訓
の
時
代
に
は
、
元
文
二
年

(
一
七
三
七
)

四
月
六
日
か
ら
十
二
日
迄

の
間
、
東
大
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
た
公
慶
上
人
三
十
三
回
忌

の
期
間
中
、
や
は
り
南
都
知
恩
院
末
十
三
ケ
寺
の
出
仕
が
次
の
如
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

一
、
同
四
月
六
日
よ
り
到
十
二
日
公
慶
上
人
三
十
三
回
忌
法
事
執
行
、

(○
中
略
)

一
、
四
月
六
日
開
闢
法
華
八
講
始
行
中
日
結
願
、
同
上
行
列
出
仕
、
同
八
日
於
大
仏
殿
仏
生
会
執
行
、
此
外
両
堂
三
ケ
院
当
地
知
恩

t
,

院
末
十
三
ケ
寺
、
七
日
之
内
各
々
出
仕
、
法
事
執
行
、

　

第
五
代
大
勧
進
公
祥
以
降

の
時
代
は
、
両
寺
の
交
流
は
見
ら
れ
る
が
、
主
に
、
年
始
の
挨
拶
及
び
、
知
恩
院
に
お

い
て
行
わ
れ
た
遠
忌

な
ど
に
限
ら
れ
て
く
る
。
年
始

の
挨
拶
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
遠
忌
に
つ
い
て
あ
げ
る
と
、
宝
暦
十

一
年

(
一
七
六

一
)
正

ゆ

月

に
行
わ
れ
た
法
然
上
人
五
百
五
十
年
遠
忌
、
及
び
文
化
八
年

(
一
八

一
一
)
正
月
の
六
百
年
遠
忌
に
お
い
て
、
竜
松
院
代
僧
の
出
仕
と

銀

一
枚
の
献
上
が
行
わ
れ
て
い
る
。
今
、
五
百
五
十
年
遠
忌
の
史
料
を
左
に
掲
げ
る
。

　

一
、
南
都
大
仏
竜
松
院
使
僧
、
白
銀
壱
枚
大
師
前
江
備
之
、
焼
香
三
拝
役
中
正
役
列
座
、
右
相
済
夕
飯
出
之
、

遠
忌
に
つ
い
て
は
、
五
百
五
十
年

・
六
百
年
双
方
と
も
、
南
都
知
恩
院
末
寺
宛
に
知
恩
院
か
ら
触
が
出
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
竜
松
院
の
出

仕

に
関
し
て
も
記
さ
れ
て
い
る
。
五
百
五
十
年
遠
忌
の
折
に
は
、

別
紙

其
他
竜
松
院
6
茂
五
百
年
御
忌
之
節
、
銀
三
枚
被
相
備
候
間
、
此
度
諸
国
江
触
流
候
趣
、
各
汐
竜
松
院
江
可
被
致
内
達
候
、
依
之

覚
書
差
遣
候
間
、
竜
松
院
江
可
被
拝
見
候
、
若
自
是
直

二
申
遣
可
然
旨
竜
松
院
被
申
聞
候
者
、
其
段
内
意
可
被
申
越
候
、

一
南
都
対
坂
春
包
と
申
仁
、
五
百
年
御
忌
之
節
、
銀
子
五
拾
枚
相
備
、
仍
而
于
今
回
向
浄
有
之
候
有
子
孫
有
之
候

ハ
・
、
宜
被
相
達

候
、
以
上
、



三
月
廿
八
日

南
都

惣
本
山

役
者

称
念
寺

　

と

い
う
内
容
の
も
の
が
出
さ
れ
、
し
か
も
、
先
例

(
五
百
年
遠
忌
)

に
従

っ
て
竜
松
院

へ
通
知
し
て
い
る
。
こ
の
文
中
に
見
ら
れ
る

「諸

国
江
触
流
候
趣
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

来
巳
年

元
祖
東
漸
大
師
五
百
五
十
年
御
忌
、
因
茲
諸
国
門
末
令
集
会
、
御
恩
謝
法
事
執
行
之
事

二
候
、

一

大
師
御
廟
堂
之
修
復
、
其
外
荘
厳
取
繕
等
多
分
之
御
入
用

二
候
、
依
之
、
先
年
五
百
年
御
忌
之
節
被
指
上
候
通
、
此
度
茂
各
為

報
謝
御
出
情
候
而
、
従
今
年
来
辰
年

二
至
御
勝
手
次
第
御
納
可
被
成
候
、

流
義
之
輩
、
又
末
井
寮
舎
、
末

く
之
寺
院
、
道
心
者
檀
越
之
面
く

二
至
迄
、
各
被
相
勧
、
人
別
名
前
或
所
志
之
法
名
俗
名
等
致

着
帳
、
其
帳
面
を
以
可
被
指
上
候
、
併
卑
劣
之
勧
化
無
之
様
、
御
心
得
可
被
成
候
、
以
上
、

二
月

八
印

右
、
紫
衣
寺
壱
枚
紙

二
而
相
認
文
言
、

⑪

⑫

こ
れ
は
、
紫
衣
着
用
を
許
さ
れ
る
寺
院
宛
の
文
面
の
控
で
あ
る
が
、
他
に
、

「状
計
之
寺
院
」
宛
の
も
の
も
見
ら
れ
る
。

又
、
知
恩
院
の
出
仕
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
安
政
六
年

(
一
八
五
九
)
三
月
二
十

一
日
か
ら
五
日
間
、
東
大
寺
指
図
堂
に
お

い
て
、
法
然
の
六
百
五
十
年
遠
忌
が
行
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

『東
大
寺
年
中
行
事
記
』
安
政
六
年
三
月
十
九
日
の
条
に
、

(
十
九
日
)

一
、
同
日
、
竜
松
院
汐
此
度
円
光
大
師
六
百
五
拾
年
忌

二
付
、
於
指
図
堂
法
事
執
行
之
旨
、

口
上
書
ヲ
以
届
出
候
事
、

口
上
覚

一
、
今
度
円
光
大
師
六
百
五
拾
年
御
忌

二
付
、
於
指
図
堂

二
来

ル
十

一
日
汐
五
日
之
間
、
当
所
浄
土
宗
寺
院
隋
喜
法
事
致
執
行
候

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

八
一



八
二

聞
、
右
之
段
御
断
申
述
置
候
、
以
上
、

未
三
月

年
預
伍
師
御
房

大
勧
進

竜
松
院
印

と

ロ
上
書
の
覚
が
記
さ
れ
て
お
り
、
竜
松
院
が
、
年
預
伍
師
宛
に
口
上
書
を
も

っ
て
届
け
出
て
い
る
。
こ
の
指
図
堂

は
、
寛
政
三
年
八
月

魯

⑭

奈
良
の
浄
土
宗
西
方
寺
の
隠
居
僧
多

(
一
七
九

一
)
に
大
風
で
吹
き
倒
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
保
六
年

(
一
八
三
五
)
二
月
に
、

門
院
慈
蓮
か
ら
、
勧
進
所
を
通
じ
て
年
預
に
、
指
図
堂
の
再
建
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
法
然
か
ら
勧
進
職
を
譲
ら
れ
た
重

源
が
工
事
を
指
揮
し
た
場
所
は
、
念
仏
弘
通

の
根
元
と
し
て
の
霊
所
で
あ
る
の
で
、
勧
進
所
の
脇
壇
の
法
然
の
絵
像
を
本
尊
に
し
て
、
法

　

然

の
二
十
五
霊
場

の
一
つ
と
し
て
指
図
堂
を
再
建
し
た
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
東
大
寺
は
、
勧
進
所
の
付
属
堂
宇
と
し
て
、
こ
の
再

建

願
を
許
可
し
て
い
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
は
着
手
さ
れ
ず
、
嘉
永
四
年

(
一
八
五

一
)
十
月
六
日
に
は
、
設
計
変
更
を
願
い
出
て
お
り
、

ゆ

　

し
か
も
、
脇
壇
に
釈
迦
像
と
戒
壇
院
の
阿
弥
陀
三
尊
を
安
置
す
る
旨
を
届
け
出
て
い
る
。
同
年
十
二
月
十
四
日
に
上
棟
し
て
い
る
が
、
こ

の
堂
の
完
成
年
月
は
不
明
で
あ
る
。
堂

の
前

の
手
水
舎
水
船
に
、

「嘉
永
五
壬
子
年
六
月
吉
目
、

施
主
、
油
留
木
町
鎌
田
善
兵
衛
」
又
、

石
灯
に
、
;
昂
氷
六
癸
丑
年
七
月
十
五
日
、
施
主
押
上
町
八
百
屋
佐
七
、
同
佐
助
」
と
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
、
嘉
永

五
年
六
月
頃
ま
で
に
、

指
図
堂
が
完
成
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
次
第
で
、
慈
蓮

の
発
願
以
来
十
五
年
以
上
経
て
完
成
を
み
た
の
で
あ
る
。

五

前
記
以
外
の
竜
松
院
と
知
恩
院
の
交
流
に
つ
い
て
あ
げ
る
と
、

『
東
大
寺
年
中
行
事
記
』
貞
享
五
年

(
一
六
八
八
)
八
月

の
条
に
、

一
、
同
五
日

二
竜
松
院
公
慶
上
人
号
勅
許
成
由

二
付
、
高
辻
大
納
言
殿
汐
公
慶
江
被
仰
渡
、
同
十
二
日

二
参
内
、
院
参
首
尾
能
相
済

畢
、

一
、
東
大
寺

ヨ
リ
上
人
号
勅
許

ノ
為
御
礼
、
惣
代
晋
賢
、
同
十
九
日
ヨ
リ
上
京
有
之
、
伝
奏
両
人
江
延
紙
拾
束

ツ
N
、
関
白
殿
、
高



辻
大
納
言
殿
、
勧
修
寺
御
門
跡
江
、
安
井
御
門
跡
並
知
恩
院
方
丈
、
右
五
ケ
所
江
延
紙
拾
五
束
宛
進
上
畢
、

と
あ
る
。
貞
享
五
年
八
月
五
日
に
、
公
慶
は
、
東
山
天
皇
よ
り
上
人
号
を
た
ま
わ

っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
東
大
寺
惣
代
晋
賢
が
、
同
年
八

月
十
九
日
に
上
京
し
、
伝
奏

・
関
白

・
高
辻
大
納
言

・
勧
修
寺
門
跡

・
安
井
門
跡

・
知
恩
院
方
丈

へ
御
礼
に
参
上
し
、
延
紙
を
進
上
し
て

い
る
。
従

っ
て
、
公
慶
の
上
人
号
勅
許
に
関
し
て
、
知
恩
院
の
配
慮
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

、又
、
両
寺
の
間
に
お
け
る
年
始
の
挨
拶
に
つ
い
て
は
、
竜
松
院
か
ら
知
恩
院

へ
出
向

い
て
い
る
例
は
、
正
徳
四
年

(
一
七

一
四
)
正
月

二
十
四
日
が
初
見
で
あ
る
。
即
ち
、

一
、
南
都
東
大
寺
竜
松
院
汐
以
使
僧
恵
焼
、
年
始
拝
礼
御
礼
并
扇
五
本
入
被
成
候
、
但
自
是
可
申
入
返
答
致
候
事
、

と
あ
り
、
竜
松
院
使
僧
恵
焼
が
、
年
始
の
挨
拶
に
知
恩
院

へ
赴
き
、
扇
五
本
を
献
上
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
年
三
月

三
日
に
は
、
大
勧
進

　

公
盛
み
ず
か
ら
年
始
の
挨
拶
に
登
山
し
、
鶴
之
間
に
お
い
て
、
方
丈
と
の
対
面
を
許
さ
れ
て
い
る
。
管
見
に
て
は
、
大
勧
進
み
ず
か
ら
に

よ
る
年
始
の
挨
拶
の
為
の
知
恩
院
登
山
は
、
こ
の
時
の
み
で
あ
る
。
竜
松
院
使
僧
に
よ
る
も

の
は
、
正
徳
五
年

(
一
七

一
五
)
正
月
二
十

⑳

⑪

日
、
享
保
五
年

(
一
七
二
〇
)
正
月
十
九
日
以
下
た
び
く

記
録
さ
れ
て
い
る
。
享
保
五
年

の
折
に
は
、

一
、
南
都
竜
松
院
使
僧
御
礼
井
五
本
入
来
ル
、
先
年
之
通
、
是

ハ
近
年
無
之
候
所
、
今
般
如
此
重
而
返
礼
相
務
候
筈
也
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
僧
に
よ
る
年
始
の
挨
拶
と
い
え
ど
も
、
毎
年
登
山
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
た
い
て
い
挨

ゆ

拶

の
折
に
持
参
す
る
も
の
は
、
扇
か
墨
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

知
恩
院
か
ら
の
年
始
の
挨
拶
は
、
当
初
に
お
い
て
は
、
使
僧

に
よ

っ
て
、
し
か
も
東
大
寺
坊
中
に
対
し
て
行
わ
れ

て
い
る
。
元
禄
二
年

(
一
六
八
九
)
二
月
二
日
に
、

二
月
二
日

一
、
南
都
所
司
代
井
東
大
寺
坊
中

へ
為
年
始
之
御
祝
儀
、
俊
冏
和
尚
被
遣
、
進
物
別
紙
有
之
、

　

と

み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
次
第
に
竜
松
院
に
対
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
様
子
で
、
知
恩
院
か
ら
東
大
寺
坊
中

へ
の
年
始
の
挨
拶
は
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

八
三



八
四

み
ら
れ
な
く
な
る
。
享
保
五
年
三
月
二
十
二
日
に
は
、

一
、
竜
松
院
江
年
始
御
賀
祝
、
以
御
使
僧
五
本
入
被
遣
候
、
所

ハ
寺
町
下
御
霊
前
仏
師
順
慶
方
江
相
達
候
、

ゆ

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
知
恩
院
は
、
使
僧
を
竜
松
院

へ
行
か
せ
ず
仏
師
順
慶
宅

へ
さ
し
向
け
て
い
る
。
尤
も
、
順
慶
宅
に
竜
松
院
使
僧

ゆ

が
と
ど
ま

っ
て
い
た
の
か
、
或

い
は
、
順
慶
に
進
物
を
託
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
又
、
使
僧
に
つ
い
て
も
、
知

恩
院
内

の
僧
が
遣
わ

さ
れ
て
い
る
場
合
と
、
南
都
知
恩
院
門
末
の
惣
代
寺
院
の
僧
で
あ
る
場
合
が
見
ら
れ
る
。
特
に
時
代
が
降
る
と
、
南
都
門
末
寺
院
に
赴
か

せ
る
こ
と
が
恒
例
化
し
た
よ
う
で
、
例
え
ぽ
、
文
久
四
年

(
一
八
六
四
)
正
月
十
九
日
に
は
、

(松
)

一
、
南
都
門
中
惣
代
聖
光
寺
御
参
上
、
御
年
頭
献
上
御
礼
、
月
番
於
桜
席
謁
之
、
同
所
奉
行
所
江
年
頭
御
使
僧

進
物
十
本
入
弁
竜
正

院
五
本
入
例
歳
之
通
可
相
勤
旨
申
達
、
雑
用
料
金
五
百
疋
遣
之
、

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
年
始

の
挨
拶
に
登
山
し
た
南
都
門
中
惣
代
聖
光
寺
に
、
南
都
奉
行
所
と
竜
松
院

へ
、
例
年
の
如
く
進
物
を
持

ゆ

参
し
年
始
の
挨
拶
に
行
く
よ
う
申
し
付
け
、
雑
用
費
と
し
て
金
五
百
疋
を
渡
し
て
い
る
。

六

前
述
の
慶
長
年
間
頃
東
大
寺
内

の
一
庵
に
止
住
し
た
者
も
聖
と
思
わ
れ
る
が
、
近
世
に
お
い
て
、
竜
松
院
と
畿
内
を
中
心
と
す
る
各
地　

の
三
昧
聖
と
の
支
配
関
係
は
重
要
で
あ
る
。
竜
松
院
と
三
昧
聖
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
学
に
よ
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
支
配
関
係
発
生
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
論
究
さ
れ
て
い
な
い
。

竜
松
院
が
公
慶
に
よ

っ
て
建
立
さ
れ
た
の
は
、
貞
享
三
年

(
一
六
八
六
)
二
月
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
竜
松
院
と

三
昧
聖
の
支
配
関
係

ゆ

の
成
立
は
、
こ
の
時
期
以
降
で
あ
る
。
元
禄
七
年

(
=
ハ
九
四
)
八
月
に
、
公
慶

の
日
向
国
勧
進
の
際
、

「供
奉
二
十
余
輩
」
と
み
ら
れ

る
こ
如

そ
し
て
、

『
三
昧
由
緒
書
』
に
、
公
慶
の
勧
進
に
五
畿
内
の
三
昧
聖
随
行

の
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
元
禄
七
年
頃

に
は
、
公
慶
に
同
行
す
る
三
昧
聖
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
又
、
同
書
に
は
、
宝
永
六
年

(
一
七
〇
九
)
の
大
仏
堂
供
養

.
享
保
十

一
年



(
一
七
二
六
)

の
万
日
廻
向
に
も
、
大
阪
千
日
墓
所
聖
等
多
数
の
三
昧
聖
の
出
仕
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
宝
永
年
中
の
寺
社
改
め

の
折
に
は
、
竜
松
院
が
三
昧
号

・
由
緒
等
を
書
き
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
か
ら
、
竜
松
院
と
三
昧
聖
の
関
係
は
、
元
禄
頃
に
は
す
で
に
見
ら
れ
る
が
、
支
配
組
織
ら
し
き
も
の
が
う
か
が
え
る
の
は
、
宝

永
年
中
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
伊
藤
氏
の
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
竜
松
院
の
三
昧
聖
に
対
す
る
支
配
権
は
、
弘
化
三
年

(
一
八
四

　

六
)
当
時
、
い
ま
だ
五
畿
内
に
限
ら
れ
、
近
江

・
丹
波

へ
の
支
配
権
拡
大
は
、
そ
れ
以
降
で
あ
る
。
公
慶

の
時
代
に
、
聖
の
活
躍
が
顕
著

で
な
く
、
又
、
五
畿
内
以
外

へ
の
支
配
権
拡
大
の
時
期
も
非
常
に
遅
い
こ
と
か
ら
、
竜
松
院
の
三
昧
聖
に
対
す
る
支
配
が
、
か
な
り
整

っ

た

の
は
、
宝
永
年
間
頃
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
降
、
除
々
に
支
配
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

七

前
述

の
よ
う
に
、
竜
松
院
と
知
恩
院
と
の
交
流
は
、
竜
松
院
側
の
積
極
的
な
働
き
か
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
竜
松
院
建
立

ま
も
な
い
頃
に
お
い
て
は
、
竜
松
院
と
三
昧
聖
と
の
支
配
関
係
も
整

っ
て
お
ら
ず
、
畿
内
に
お
い
て
知
恩
院
の
如
き
有
力
寺
院
の
協
力
が

必
要
で
あ

っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
特
に
各
地
に
お
い
て
勧
進
巡
行
の
際
の
縁
起
講
談
を
行
う
寺
院
の
確
保
は
重
要

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

寺
院

の
い
く

つ
か
に
知
恩
院
末
寺
が
充
て
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

従

っ
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
竜
松
院
と
知
恩
院
の
親
密
な
交
流
は
、
公
慶
に
よ
る
勧
進

の
開
始
頃
に
始
ま
り
、

主
と
し
て
、
竜
松
院

側

か
ら
の
知
恩
院

へ
の
勧
進
に
関
す
る
種
々
の
協
力
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
。

註

寛
保
元
年

(
一
七
四
一
)
七
月
二
十
二
日
で
あ
る
。

①

東
大
寺
大
勧
進
在
任

期
間

は
、
公
慶
が
貞
享
元
年

(
一
六
八
四
)
～

宝
永

二
年

(
一
七
〇
五
)
七
月
十

二
日
、
公
盛
が
宝
永

二
年

九
月
～
享

保

九
年

(
一
七

二
四
)

五
月

二
十
九
日
、
公
俊
が
享
保
九
年

八
月
～
同

十
三
年

(
一
七
二
八
)
九
月

二
十
日
、
庸
訓
が
享
保

十
三
年
十

一
月
～

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

②

否
定
説

は
、
堀
池
春
峰

「
重
源
上
人

の
浄
土
教
」
(
『南
都
仏
教
史

の

研
究
』
上
、
法
蔵
館

、
昭
和

五
十
五
年

九
月
)
が
あ

る
。

③

同
右
。

中
沢
見
明

『
真
宗

源
流
史
論
』

(
法
蔵
館

、

昭

和

二
十
六

年
)
。

八
五



④

藤

田
経
世
編

『校

刊
美
術
史
料
』
寺
院
篇

、
下
巻

(
中
央
公
論
美
術

出
版

、
昭
和
五
十

一
年
)
。

⑤

こ
の
像

は
、

『東
大
寺
諸
伽
藍
略
様

』
に
よ
る
と
、
永
く

二
月
堂
北

の
阿
弥
陀
堂

に
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代
初
期

に

一
時
新
造
屋

に
あ
り
、
宝
永
以
後

に
勧
進
所

に
安
置
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

⑥

『
本
光
国
師
日
記
』
慶
長
十

六
年
四
月

・
八
月

の
条

(
財
団
法
人
鈴

木
学
術
財
団
編

『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第

七
十
九
巻
)
。

⑦

『
東
大
寺

二
月
堂
修

二
会

の
研
究
』
史
料
篇

(
中

央

公

論

美

術

出

版
、
昭
和

五
十
四
年
)
。
、

⑧

五
劫
思
惟
阿
弥
陀

坐
像
台
座
天
板
上
面
墨
書
修
理
銘
。

⑨

『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
(
『
増
上
寺
史
料
集
』
第
五
巻

、
大
本
山
増

上
寺

、
昭
和
五
十
四
年
)

に
よ
る
。

⑩

『
東
大
寺
年
中
行
事
記
抜
書
』
貞
享

四
年

五
月
八
目

の
条

に
、

一
、

五
月
八
日
、

今
般
竜
松
院
公
慶

、

於
京
都
縁
起
講
談

二
付
、
為

加
勢
清
涼
院
英
海
上
京
有
之
、
同

廿
三
日
為
英
海
替

、
見
性
院
上

京
英
海
帰
去
了
、

と
み
え
る
。

⑬

『
知
恩
院
史
料
集
』

一

(
総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
、
昭
和

四
十

九
年
)

に
、
元
禄

二
年

、
淀

に
お
け
る
大
仏
縁
起
講
談

に
関
す

る
書
翰

控
が

五
通

み
ら
れ
る
。
そ

の
内
、
正
月
四
日
付

の
淀
常
念
寺
宛

の
も

の

を
掲
げ

る
。

壅

致
啓
達
候
・
釜

南
都
竜
松
院
蕎

地
二
而
大
仏
殿
龜

靉

為

可
有
之
、
近
日
参
向
候
間
、
各
御
取
持
頼
存
候
、
為
其
如
此
御
座

候

、
恐
惶
謹
言
、

八
六

正
月
四
目

-

淀
常
念
寺

-

壱
通

御
門
中

⑫

大
東
急
文
庫
蔵

『京
大
絵
図
』
裏
面
、

『大
仏
開
眼
供
養
付
上
人
様

京
中
御
托
鉢
日
記
』。
尚
、

こ
の
時
の
勧
進
に
関
す
る
記
事
は
、
知
恩

院
目
鑑
等
に
見
ら
れ
な
い
。

⑬

『大
仏
殿
再
興
発
願
以
来
諸
興
隆
略
記
』

(以
下

『諸
興
隆
略
記
』

と
略
称
)。

⑭

『東
大
寺
年
中
行
事
記
』
六
月
十
一
日
の
条
。

⑮

『説
黙
日
課
』
元
禄
七
年
の
条

(『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
不
受
不
施

講
門
派
部
)。

九
月
八
日
聞
、
南
都
東
大
寺
勧
進
聖
竜
松
院
公
慶
棋
飾
起
、

到
着
誓

念
寺
、
且
読
勧
進
縁
起
、
故
諸
人
群
集
云
云
、
後
日
従
町
送
縁
起
板

本
故
電
覧
了
此
首
尾
、
且
聞
公
慶
作
業
厳
密
而
朝
夕
一
汁

一
菜
尤
堪

修
苦
行
等
、
十
五
日
依

一
昨
従
決
心
託
十
輪
懇
望
久
峰
開
帳
縁
起
之

添
削
不
得
止
而
修
補
之
、
今
日
令
平
六
清
書
、
送
十
輪
令
達
決
心
、

鯑
雕
敝
黼
他
日
従
決
心
被
送
丁
寧
礼
状
云
云
、

⑯

増
上
寺
と
公
慶
の
結
び
つ
き
は
、
桂
昌
院

・隆
光
を
介
し
て
行
わ
れ

て
い
る
。

⑰

『公
慶
上
人
年
譜
』
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
み
ら
れ
る
。

⑱

江
戸
勧
進
所
は
、
元
禄
五
年
十
二
月
二
十
二
日
、
高
野
山
大
徳
院
の

所
有
地
を
借
用
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る

(『大
仏
殿
再
建
記
』)。
そ
れ

以
前
の
江
戸
に
お
け
る
勧
進
は
、
浅
草
長
寿
院
で
行
わ
れ
て
い
る
(『諸



興
隆
略
記
』
)
。

む

⑲

『諸

興
隆
略
記
』
で
は
、

「
観
随
」
と

な

っ
て

い
る
が

、

こ
こ
で

む

は
、

『東
大
寺
年
中
行
事
記
』

に
従

い

「
観
瑞
」
と
す

る
。

⑳

享
保
二
十
年

四
月

に
も
、
江
戸
勧
進
所

に
お
け
る

一
万
日
回
向

に
、

増
上
寺
大
僧

正

・
府
内
壇
林
衆

を
詔
請
し
て

い
る
。
即
ち

『諸
興
隆
略

記
』

に
、

一
、
同

二
十
卯
年
閏
三
月
十

一
日
庸
訓
江
府
発

出
、

四
月
朔
日
よ
り
同
七
日
迄
江
戸
本
所
勧
化
所

に
お
ゐ

て

一
万
日
回

向
始
行

、
回
向
導
師
庸

訓
勤
之
、
増
上
寺
大
僧
正
其
外
御

府
内
檀

林
衆

招
請

、
十
念
焼
香
有
之

、
其
外
寺

々
所
化
僧
毎

日
相
語

、
十

念

代
リ

ニ
被
助
成
、
七
日
無
故
障
結
願
、
毎

日
参
詣
群
集
、

と
あ

る
。
又
、
江
戸

の
み

で
な
く

、
享
保
七
年
四
月
に
は
、
東
大
寺
竜

松
院

に
お

い
て
、
観
瑞

に
よ
り
庶
民

へ
の
十
念
教
化
が
行
わ
れ
て

い
る

(
『
東
大
寺
年
中
行
事
記
』
)
。

⑳

『
大
仏
殿
釿
始
千
僧
供
養

私
記
』

四
月
七
日

の
条
。

一
、
鎮
西
派
浄
土
宗
。
法
事
助
之
。

北
京
惣
本
寺

知
恩

院
感
栄
和
尚
名
代
勝
巌
院
乗
誉
還
嶺

。
役
者
徳
林
院
忠
誉

源
歴
。
名
代
者
香
衣
金
襴

七
条
。
役
者
黒
衣
色

七
条
也
。
同
寺

中
九
人
。
黒
衣
黒
七
条
。
同
洛
中
門
下
長
老
四
人
。
同
平
僧
卅

一
人
。
長
老
色
衣
色
七
条
。
平
僧
黒
衣
黒

七

条
。

各

座

具
持

之
。
南
都
長
老
十

一
人
。
平
僧

一
人
。
郡
山
長

老
六
人
。
平
僧

廿
八
人
。
装
束
同
前
。

⑰
)

『
大
仏
開
眼
供
養
記
』

三
月
十
五
日
の
条
。

京
都
知
恩

院
代

僧
。
正
定
院
出
仕
。
門
中
衆
僧
百
十
人
。
伴
僧
百
三

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

十
人
。

(㊧

『大
仏
殿
堂
供
養
記
』

四
月

一
日

の
条
。

一
、
四
月
朔

日
。
京
都
知
恩
院
名
代
如
来
寺
出

仕
。

衆

僧

二

百

口

余
。
於
大
殿
出
仕
。
法
事
勤
之
。

⑳

『大
仏
殿
堂
供
養
記
』

三
月
晦

日
の
条

。

㊧

宇
高
良
哲

「
浄
土
宗

の
触
頭
制
度

に
つ
い
て
」
(
『
印
度
学
仏
數
学
研

究
』
第

二
十
九
巻

一
号
、
昭
和

五
十
五
年
十
二
月
)
。

⑳

元
禄

十
三
年

に
、
公
慶
が
奥
州
勧
進
を
行

っ
た
(
『
公
慶
上
人
年
譜
』
)

以
外
は
、
ほ
と

ん
ど
江
戸
市
中

に
お
け
る
勧
進

で
あ

る
。

⑳

『大
仏
殿
再
建
記
』
元
禄

四
年
四
月

の
条

。

一
、
金
銭

五
十
文

銀
銭
五
十
文

銭
紋

寛
永
通
宝

元
禄
第
四
辛
未
ノ
年

、

竜
松
院
公
慶

西
国
勧
進
修
行
之
節

、

四
月
美
作
国
津
山
森
采
女
正
室
寄
進
之

、

㊧

『
公
慶
上
人
年
譜
』
元
禄

七
年

六
月

の
条
。

㊧

同
右
。

⑳

『
温
古
年
表
録
』
元
禄

七
年

八
月
十

一
日
の
条

。

⑳

『知
恩
院
史
料
集
』
三
、
宝
永

二
年

四
月
十

二
日

の
条
、
一
四

二
頁
。

⑳

同
右
書
、
宝
永

二
年
四
月
十
四
日
の
条

一
四
三
頁
。

一
、
竜
松
院

登
山
、
於
対
面
所

、
二
汁

五
菜
御

料
理

・
酒
核

・
御
茶

菓
子

・
濃
茶
等
出
之
、

㊨

同
右
書
、
宝
永

二
年
閏
四
月
十
五
日
の
条
、

一
四
八
頁
。

⑭

同
右
書
、
宝
永

二
年

五
月

二
十

一
日
の
条
、

一
五
五
頁
。

廿

一
日

晴

一
、
竜
松

院
上
人

、

江
戸

へ
罷
越
候
為
御
暇

乞

登

山
、

於
対
面
処

八
七



二
、
茶
菓
子

・
餅

・
酒
核

・
濃
茶
等
出
之
、

⑳

同
右
書
、
宝
永

二
年
十

一
月
晦
日

の
条
、

一
八
五
頁
。

⑳

同
右
書
、
宝
永

二
年
十

一
月
晦
日
の
条
、

二
七
四
頁
。

⑰

『
知
恩
院
史
料
集
』

四
、
宝
永

五
年

二
月

二
十
四
日

の
条
。

㊧

同
右
書
、
宝
永

五
年

八
月
四
日

の
条
。

一
、
南
都

竜
松
院
使
僧
本
空
、
弥
当
春
願
上
候

通
、
来

四
月
堂
供
養

(衍
力
)

二
付
、

御

下
向
奉
奉
願
候
、
井
前

く
御
門
中
御
出
仕
被

下
候
、

弥

今
度
も
御
出
仕
候
様
被
成
可
被

下
候
、
手
前
β
も
使
僧
遣
可
然
候

ハ
・
、
遣
可
申
候
、
御

指
図
被
下
候
様
、
被
申
候
事
、

⑲

『
大
仏
殿
堂
供
養
記
』
四
月

一
日

の
条
。

⑳

『
諸
興
隆
略
記
』
。

⑳

『
大
師

五
百
年
御
遠
忌
報
謝
之
記
』
宝
永
八
年

正

月

二
十

三

日

の

条
。一

、
銀
子

三
枚

南
都
竜
松

院

⑫

『
享
保

三
年

日
鑑
』

(
七
十
六
号
)
。

一
、
南
都
竜
松
院
御
悔
登
山
、

⑬

『
享
保

三
年
書
簡
』

(
七
十
八
号
)
。

⑭

『諸
興
隆
略
記
』
四
月
九
日
の
条
。

こ
れ
よ
り
先
、
享
保
十
年

十
二
月

五
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
、
南
都

十
lrlケ
寺
惣
代

で
あ
る
普
光
院
が
知
恩
院

に
登
山
し
、
来
年

四
月
、

東
大
寺
竜
松
院

に
お

い
て
行
わ
れ
る
回
向

へ
の
出

仕

の

承

認

を

求

め
、
許
さ
れ
て

い
る
。
尚
、

こ
の
時
、
開
闢
導
師
を
知
恩
寺

に
頼
む

よ
う

に
知
恩
院
か
ら
申

し
渡
さ
れ
て

い
る
。
(
『
享
保
十
年

日
鑑
』

一

〇

六
号
)
。

八
八

⑯

『享
保
十

一
年
日
鑑
』

(
一
一
二
号
)
。

⑯

『諸
興
隆
略
記
』
元
文
二
年

四
月

の
条
。

⑰

公
祥

の
大
勧
進
在
任

期
間

は
、
寛
保
元
年

(
一
七

四

一
)
七
月
～
天

明
三
年

(
一
七
八
三
)
正
月

で
あ

る
。

⑱

『大
師

六
百
回
御
遠
忌
日
鑑
』
文
化
八
年

正
月

二
十

一
日

の
条

。

一
、
南
都
大
仏
竜
松

院
代
僧
放
光
院
を
以

、
大
師
前
江
銀
壱
枚
奉
納
、

代
拝

二
付
両
役
出
列
焼
香
三
拝
相
済
支
度
差

出
之
、

⑲

『
五
百

五
十
年
御
忌
役
所

日
鑑
』
宝
暦
十

一
年

正

月

二
十

一
日
の

、条

。

⑭

『
御
報
謝
受
取
帳

五
百
五
十
年
御
忌
之
記
』
。

尚
、

六
百
年
遠
忌

の

際

も
、
ほ
ぼ
同
様

の
内
容

の
も

の
が
、
南
都

一
臘
念
声
寺
宛
に
出
さ
れ

て

い
る

(
『
大
師

六
百
年
御
遠
忌
諸
国
門
中
江
触
書
留
』
)
。

㊥
)

『
御
報
謝
受
取
帳

五
百

五
十
年
御
忌
之
記
』
。

⑫

同
右
書
。

⑬

『
東
大
寺
年
中
行
事
記
』
嘉
永
四
年

(
一
八
五

一
)

十

月

九

日

の

条
。

⑭

西
方
寺
は
、

『
奈
良
坊
目
拙
解

』
や

『
西
方
寺
要

目
録
』

『
西
方
寺

要
録
』

に
よ
る
と
、
も
と

は
、
佐
保
山
下

に
あ

っ
た
東
大
寺
別
院

で
、

行
基
を
開
基

と
し
、
代

々
東
大

寺
墓
所

で
あ

る
。
永
禄

十
年

の
兵
火
で

焼
失
し
、
現
在
地

(
奈
良
市
油

阪
町
)

で
の
建

立
は
、
四
世
宗
真

の
代

で
、

『
西
方

寺
要
目
録
』

に
は
慶
長
九
年
と
あ
る
。

⑳

『
東
大

寺
年
中
行
事
記
』
天
保

六
年

(
一
八
三
五
)

二
月
十

二
日

の

条
。一

・
町
賠

)竜
松
院
善

付
嚢

如
翕

一鞭
綱
畢

齶



口
上
書

当
地
浄
土
宗
西
方
寺
隠
居
慈
蓮
和
尚
事
、
兼
く
宿
意
罷
有
、
当

地
本
堂
脇
壇
安
置
有
之
候
円
光
大
師
拝
礼
之
所
右
厨
子
其
廉
ロ
ニ

付
、
於
浪
花
宗
門
之
寺
院
拜
口
仰
[
凵
被
相
勤
メ
、
再
造
有
之
度

意
[
H
凵
候
所
、
古
厨
子
此
節
成
難
[
H
凵
寄
附
可
有
之
趣
[
目

口
目
凵
仮
建
罷
有
候
、
建
[
目
凵
堂
跡
江
[
H
凵
閻
魔
王
[
凵
師

厨
子
安
置
[
凵
相
成
不
申
[
H
凵
御
寺
務
[
日
凵
義
御
願
申
入

候
、
以
上
、

未

大
勧
進

二
月
十
二
日

竜
松
院
印

年
預
伍
師
御
房

志
願
趣
以
書
附
申
上
候
、

一
、
御
当
院

二
安
置
有
之
候
円
光
大
師
者
、

治
承

四
年
之
頃
、
平
家

之
兵
火

二
罹
り
御

一
山
回
禄
之
後
、

後

白
河
法
皇
叡
慮

二
而

円
光

大
師
江
勧
進

[
凵
為
存
候
処
、

大
師
驚

入
隠

[
凵
凵

弁
退
被
成
候

時
、

臼
口
凵

場
二
失

ひ
候
を
[
凵
大
念
仏
修
行
[
口
凵

門
未
普
く

人
不
伝
候
而
、
勧

く
随

[
H
凵
円
光
大
師

を

請
待
シ
、
成
大
仏
[
n

凵
師
御
説
誠
有
之
候

処
、

緇
素
致
導
敬
念
仏
口
門
始
而
当
国

二
普

相
成
諸
人
弘
通

二
随
ひ
大
仏
殿
上
棟

も

不

日
二
成

就

い
た

し

候

由
、
勅
修
伝
記

二
有
之
候
、

猶
又
後
乗
房
之
上
人
者
、
本
宗
真
言

二
而

醍
醐
山
之
竜
象
無
双
之

高

僧

二
候
得
共
、

念
仏
門

二
お
ゐ

て

ハ
、
信
仰
之
余
り
円
光
大
師
之
附
弟
に
被
為
成
候
由
、

本
国
高
僧

伝
井
元
亨
釈
書

二
も
円
光
大
師
之
高
弟
与
し
る
し
讃
歎
有
之
候

、
右

之
因
縁

二
而
、
御
当
院
大
師
之
影
像
者
重

源
上
人
之
安
置
、
当
山
者

江
戸
時
代
に
お
け
る
知
恩
院
と
東
大
寺

念
仏
法
門
弘
通
之
最
初
二而
格
別
[
H
凵
之
候
故
、
廿
五
霊
場
之

[
口
凵
又
他
門
之
霊
場
[
凵
之
所
く
古
く
記
[
口
凵

口

嵯
[
凵

二
[
凵

[
凵
堂

高
野
[
凵

奥
院

五
輪
塔

萱
堂
成
就
院

五
口
院

熊
谷
堂
常
念
仏

新
別
所

俊
乗
房
始
行
常
念
仏

右
等
他
山
之
霊
地
二
候
得
共
、
大
師
之
因
縁
有
之
候
而
、
廿
五
ヶ
所

之
内
二
影
像
安
置
有
之
候
、
此
外
禅
家
又
者
大
念
仏
宗
二
而
因
縁
二

任
セ
影
像
安
置
供
養
之
寺
院
数
多
御
座
候
、
別
而
御
当
山
者
俊
乗

上
人
之
因
縁
深
く
、
当
国
中
念
仏
門
弘
通
之
根
元
[
口
目
凵
縁
有

之
、
其
上
八
宗
兼
学
[
凵
凵
仰
随
喜
偈
仰

之
霊
[
凵
凵
御
山
之

口
目
凵
者
有
床
之
[
口
凵
影
像
安
[
凵
凵

存
候
、
左
様
[
凵
茂
相

[
凵
哉
奉
存
候
、
此
段
御

一
山
[
日
凵
仏
祖
二
対
し
護
法
之

一助

二
相
成
[
凵
、

西
方
寺
隠
居

天
保
六
未
年
正
月

多
門
院
慈
蓮
印

東
大
寺
大
勧
進

鑑
事

御
衆
中

小
目
代

右
及
衆
評
候
処
、
各
別
意
無
之
、
御
寺
務
及
言
上
候
聞
済
早
、

⑯

『東
大
寺
年
中
行
事
記
』
嘉
永
四
年
十
月
六
日
の
条
。

⑰

同
右
書
、
嘉
永
四
年
十
二
月
十
四
日
の
条
。

八
九



一
、
十
四
日
、
'今
般
大
仏
殿

指
図
堂
再
建
上
棟

二
付

、

為
薄
儀
白
銀

弐
枚
竜
松
院
江
贈
之
、

使
僧
赤
井
玄
仙
被
遣
、

〔⑱

『
正
徳
四
年

日
鑑
』
正
月

二
十
四
日
の
条

(
五
十
五
号
)
。
尚
、
『
正

徳

四
年

日
鑑
』

(
五
十

六
号
)

に
は
、
正
月

二
十
三
日
の
こ
と
と
し
て

記
載
さ
れ

て
い
る
。

⑳

『
正
徳
四
年
目
鑑
』

三
月
三
目

の
条

(
五
十

五
号
)
。

一
、
南
都
竜
松

院
年
始
之
礼
登
山
、
大
僧
正
於
鶴
之
間
御
対
面
被
成

候
事

、

⑳

『
正
徳

五
年
日
鑑
』

正
月

二
十
日

の
条

(
六
〇
号
)
。

一
、
南
都
東
大
寺
竜
松
院
6
以
使
僧
全
説

、

年
始
之
御
礼
井
扇
子

五

本
入
被
献
候
、
従
是

可
申
入
と
返
答
致
候
事
、

⑳

『
享
保

五
年

日
鑑
』
正
月
十
九

日
の
条

(
八
十

六
号
)
。

(⑫

墨

を
持
参
し

て
い
る
例

は
、

『
宝
暦
五
年

日
鑑
』
上
、
正
月
十
八
目

の
条

(
二
六
九
号
)

に
見

え
る
。

一
、
南
都
竜
松
院
代
僧
花
光
院
登
山
、
墨

一
箱
、

⑬

『
知
恩

院
史
料
集
』

一
。

⑭

『
享
保

五
年

日
鑑
』
三
月
二
十
二
日
の
条
(
八
十
八
号
)
。

こ
れ
は
、

九
〇

同
年
正
月
十
九
日

の
竜
松
院

の
挨
拶

に
対
す

る
返
礼
と
思
わ
れ
る
。

⑮

享
保

四
年

(
一
七

一
九
)

に
、
順
慶
及
び
そ

の
嫡
子

(
山
本
左
京
知

氏

)
は
、
東
大
寺
中
門

の
二
天
像
を
造
立
し
て
い
る
。

歯

『文
久

四
年

日
鑑
』
上

、
正
月
十
九
日

の
条

(
九
〇

一
号
)
。

⑰

堀

一
郎

『
我
が
国
民
間
信
仰
史

の
研
究
』
二

(
東
京
創
元
社
、
昭
和

五
十

一
年

二
月
)
。
伊
藤

唯
真

「新
出

の

『
三
昧
聖
由
緒
書
』
『大
和
国

三
昧
明
細
帳
』

に

つ
い
て
」

(『
鷹
陵
史
学
』
六
号
、

一
九
七
九
年

十
二

月
)
。
上
別
府
茂

「
摂
州

三
昧
聖
の
研
究
」

(
『
尋
源
』

三
十
号
、
昭
和

五
十
三
年

三
月
)
。
上
別
府
茂

「
三
昧
聖
と
葬

送
」

(
『
講
座

日
本

の
民

俗
と
宗
教

』
二
、
弘
文
堂
、
昭
和
五
十

五
年
四
月
)
。

⑱

竜
松

院
建

立
以
前

に
も
、
江
戸
時
代

に
お
い
て
東
大
寺
と

三
昧
聖
と

の
密
接
な
関
係
が
存
在
し

た
か
も
し
れ
な
い
が
、
竜
松

院
と
ltl昧
聖

の

支
配
関
係
程
、
大
規
模
な
も

の
で
は
な

い
の
で
、
本
稿
で
は
追
求
し
な

い
。

⑳

注
⑮
参
照
。

⑳

伊
藤
氏
前
掲
論
文
。


